
議案第１４号 

　（総　　　則）

第１条　令和８年度札幌市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

ア

　（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　第１款

　　第１項

　　第２項

　　第３項

令和８年度札幌市水道事業会計予算

 (1) 給 水 世 帯 数 1,020,207世帯        

年 間 配 水 量 191,201,000立方メートル (2)

 (3) １ 日 平 均 配 水 量 523,800立方メートル

 (4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業

施 設 整 備 事 業

導水施設整備

浄水施設整備

送水施設整備

配水施設整備

配 水 管 布 設 56,608メートル

収 　　　　 入

水 道 事 業 収 益 48,342,000千円

営 業 収 益 45,503,000千円

2,785,000千円

54,000千円

営 業 外 収 益

特 別 利 益
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　第１款

　　第１項

　　第２項

　　第３項

　　第４項

  （資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出

　第１款

　　第１項

　　第２項

　　第３項

　　第４項

　第１款

　　第１項

　　第２項

　　第３項

水 道 事 業 費 用

営 業 費 用

営 業 外 費 用

特 別 損 失

予 備 費

収 入 支 出 差 引 残 額

支 　　　　 出

40,557,000千円

39,474,000千円

951,000千円

112,000千円

20,000千円

7,785,000千円

額に対し不足する額20,389,000千円は、損益勘定留保資金等で補填するものとする。）。

収 　　　　 入

資 本 的 収 入 11,863,000千円

企 業 債 10,000,000千円

688,232千円

351,498千円

補 助 金 823,270千円

加 入 金

負 担 金

26,497,486千円

支 　　　　 出

資 本 的 支 出 32,252,000千円

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金 5,734,514千円

20,000千円

20,389,000千円

予 備 費

収 入 支 出 差 引 不 足 額

- 86 -



　（債務負担行為）

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事　項

　（企業債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める｡

　　　　     起 債 の 目 的　　         限　度　額 　　  起 債 の 方 法　  利 　率 　償  還 の 方  法

9.0％以内

令和９年度 255,000千円

期　間 限 度 額

配・給水工事材料購入等 令和９年度 3,684,000千円

庁 舎 等 清 掃 ・ 管 理 令和９年度 209,000千円

量 水 器 修 繕

庁 舎 等 整 備 工 事

管 理 運 営 等 業 務

配 水 施 設 整 備 工 事

起 債 の 目 的

水道施設整備事業費等 10,000,000千円

配 水 管 等 布 設 工 事

上 下 水 道 料 金
関 連 業 務

浄 水 施 設 整 備 工 事

証券発行又は普通貸

令和９年度から
令和10年度まで

2,265,000千円

令和９年度から
令和10年度まで

1,676,000千円

2,519,000千円
令和９年度から
令和10年度まで

令和９年度から
令和11年度まで

10,668,000千円

令和９年度から
令和13年度まで

555,000千円

令和９年度から
令和13年度まで

29,047,000千円

起 債 の 方 法 償 還 の 方 法限 度 額 利 率

起 債 の 日 か ら 据 置 期

借とする。 間 を 含 め 40 年 以 内 に 、

元 利 均 等 そ の 他 の 方

法 に よ り 償 還 す る 。

た だ し 、 財 政 上 の 都

合 等 に よ り 定 額 以 上

を 償 還 し 、 又 は 本 期

間 中 に 未 償 還 額 の 範

囲 内 に お い て 借 り 換

え る こ と が で き る 。

水 道 施 設 等 維 持 管 理 令和９年度 4,575,000千円

浄 水 場 薬 品 購 入 令和９年度 851,000千円

令和９年度 334,000千円水 道 施 設 機 器 等 購 入
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　（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、6,000,000千円と定める｡

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

消費税及び地方消費税に不足が生じた場合

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、

又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならな

い。

（収益的支出）

　（他会計からの補助金）

第10条　水道事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、44,988千円である。

　（利益剰余金の処分）

第11条　当年度利益剰余金のうち1,510,000千円は、次のとおり処分するものと定める。

　（たな卸資産購入限度額）

第12条　たな卸資産の購入限度額は、4,000,000千円と定める。

 
令和８年（2026年）２月12日提出

  札幌市長 秋　元　克　広

 (1)

 (1) 職 員 給 与 費

 (1) 建設改良積立金

3,873,273千円

1,510,000千円
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